
わ
が
国
の
教
護
を
特
徴
づ
け
る
要
素
の
ひ
と
つ
に
「
家
庭
」
的
な
処
遇
が
あ
る
。
一
般
に
教
護
院
で
は
、
広
い
敷
地
に
幾
棟
も
の
一
軒
家
が

建
ち
な
ら
び
、
各
棟
に
は
十
数
人
の
児
童
が
夫
婦
の
職
員
と
寝
食
を
と
も
に
す
る
形
態
が
と
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
夫
婦
小
舎
制
と
呼
び
、
教

護
院
の
「
家
庭
」
的
処
遇
は
夫
婦
小
舎
制
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

（
１
）

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
教
護
院
は
原
則
と
し
て
国
公
立
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
教
護
と
い
う
特
殊
な
職
務
に
適
し
た
夫
婦
の
公
務

員
を
得
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
し
、
「
三
六
五
日
二
四
時
間
勤
務
」
と
も
い
わ
れ
る
夫
婦
小
舎
制
の
現
場
の
状
況
は
、
公
務
員
の
勤
務
体
系
の
枠

内
に
お
さ
ま
り
き
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
性
別
役
割
分
担
を
前
提
と
し
た
夫
婦
小
舎
制
の
あ
り
様
は
、
男
女
平
等
の
公
務
員
の
原
則
に
そ

ぐ
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
要
因
が
絡
み
合
っ
て
、
今
日
、
夫
婦
小
舎
制
か
ら
他
の
形
態
へ
移
行
す
る
教
護
院
が
あ
と
を
た
た
ず
、
「
家
庭
」
的
処

遇
の
新
た
な
方
法
論
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
教
護
院
入
所
児
童
の
多
く
が
家
庭
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
事
実
に
照
ら
し
て
、

（
２
）

今
後
さ
ら
に
従
来
型
の
「
家
庭
」
的
処
遇
の
意
義
が
強
ま
る
と
い
う
関
係
者
の
声
も
少
な
く
な
い
。

論
説感

化
施
設
に
お
け
る
「
家
庭
」
的
処
遇

｜
は
じ
め
に

齋
藤
薫
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こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
教
護
に
お
け
る
夫
婦
小
舎
制
の
存
続
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
賛
否
両
方
の
陣
営
と
も
に
盛
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
家
庭
」
的
処
遇
の
理
念
が
教
護
の
特
質
で
あ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
か
け
は
こ
れ
ま
で
に
十
分
な
さ
れ
て
こ
な
か
つ

（
３
）

た
。
な
ぜ
虞
犯
児
童
の
処
遇
は
「
家
庭
」
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
「
家
庭
」
的
処
遇
自
体
を
吟
味
す
る
こ
と
が
、
夫
婦
小
舎
制
と
い
う

方
法
論
を
問
い
な
お
す
以
前
に
求
め
ら
れ
る
基
礎
作
業
で
は
な
か
ろ
う
か
。

小
論
の
目
的
は
、
教
護
の
前
身
の
感
化
教
育
が
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
時
代
に
た
ち
か
え
っ
て
、
感
化
施
設
に
お
け
る
「
家
庭
」
的
処
遇
の

な
お
教
護
は
、
概
ね
、
わ
が
国
で
二
○
世
紀
初
頭
に
は
じ
ま
る
感
化
教
育
か
ら
の
連
続
の
う
え
に
あ
る
。
た
だ
し
法
規
の
改
正
に
伴
っ
て
、

感
化
法
（
一
九
○
○
年
）
下
の
感
化
院
に
お
け
る
感
化
教
育
、
少
年
教
護
法
（
一
九
三
三
年
）
下
の
少
年
教
護
院
に
お
け
る
少
年
教
護
、
児
童
福
祉

法
（
一
九
四
七
年
）
下
の
教
護
院
に
お
け
る
教
護
と
呼
び
方
を
変
え
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
現
在
に
関
す
る
記
述
で
は
教
護
と
教
護
院
、
感
化
法

制
定
前
後
の
事
業
確
立
期
に
関
す
る
記
述
で
は
感
化
教
育
と
感
化
院
と
表
記
す
る
。

本
旨
を
歴
史
に
問
う
こ
と
で
あ
る
。

院
に
広
ま
り
、
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
日
の
教
護
に
つ
な
が
る
わ
が
国
の
感
化
教
育
の
輪
郭
は
、
留
岡
幸
助
（
一
八
六
四
‐
一
九
三
四
）
の
「
家
庭
学
校
」
（
一
八
九
九
～
）
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
と
に
、
の
ち
に
夫
婦
小
舎
制
と
よ
ば
れ
る
独
特
の
「
家
庭
」
的
処
遇
は
、
家
庭
学
校
の
試
み
が
全
国
の
感
化

留
岡
が
家
庭
学
校
の
原
型
を
学
ん
だ
の
が
、
一
八
九
○
年
代
半
ば
に
訪
れ
た
ア
メ
リ
カ
東
北
部
の
感
化
施
設
ｌ
ウ
エ
ス
ト
ボ
ロ
ー
、
ラ
ン
カ

（
４
）

（
５
）

ス
ト
ル
、
ロ
ー
チ
ェ
ス
タ
ー
、
グ
レ
ン
ミ
ル
ー
の
各
施
設
ｌ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は

こ
れ
ら
の
ア
メ
リ
カ
の
感
化
施
設
で
「
家
庭
」
的
処
遇
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
か
ら
た
ど
る
こ
と
と
し
よ
う
。

｜
｜
施
設
の
「
親
代
わ
り
」
性
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一
三
○
８
９
３
三
厨
の
理
念
と
虞
犯
児
童
の
施
設
収
容

（
６
）

一
八
二
○
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
東
北
部
で
感
化
施
設
の
設
立
が
相
次
い
だ
。
こ
れ
ら
は
、
虞
犯
の
未
成
年
者
を
不
定
期
に
収
容
し
て
教
育

す
る
、
ま
っ
た
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
児
童
保
護
施
設
で
あ
っ
た
。

（
７
）

感
化
施
設
に
収
容
さ
れ
た
児
童
の
入
所
事
由
は
、
浮
浪
・
怠
惰
・
強
情
・
嘘
言
・
家
出
と
い
っ
た
虞
犯
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
刑

罰
対
象
で
な
い
未
成
年
者
の
身
柄
を
不
定
期
に
拘
束
す
る
に
は
、
然
る
べ
き
論
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
の
が
、
ヨ
さ
８
冨
弓

（
８
）

ｇ
房
（
親
に
代
わ
っ
て
Ⅱ
富
『
の
。
の
己
ヨ
四
①
）
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
国
親
思
想
を
支
え
る
法
理
で
あ
っ
た
。

言
さ
８
富
『
９
房
は
、
も
と
も
と
一
六
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
大
法
官
裁
判
所
に
お
い
て
、
後
見
人
の
不
当
な
行
為
か
ら
未
成
年
の
被
後
見
人

（
の
財
産
）
を
保
護
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
「
国
父
と
し
て
の
国
王
」
の
権
限
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
一
九
世
紀
半
ば
の
ア
メ

リ
カ
で
、
施
設
が
親
に
代
わ
っ
て
虞
犯
児
童
を
矯
正
・
保
護
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
し
て
突
然
に
使
わ
れ
、
一
挙
に
普
及
し
た
。
そ

れ
で
は
、
な
ぜ
ヨ
さ
８
冨
『
２
房
と
い
う
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
が
、
虞
犯
児
童
保
護
の
領
域
に
転
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
虞
犯
の
児
童
に
比
較
的
共
通
し
て
家
庭
的
な
問
題
が
み
と
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
二
○
年
頃
の

ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
市
で
は
、
毎
年
百
人
か
ら
二
百
人
の
七
歳
か
ら
十
四
歳
の
児
童
が
刑
事
法
廷
に
出
廷
し
た
が
、
う
ち
何
人
か
は
浮
浪
児
で
、
の

（
９
）

こ
り
の
ほ
と
ん
ど
は
親
に
放
任
・
遺
棄
さ
れ
た
児
童
で
あ
っ
た
。
ま
た
感
化
施
設
の
入
所
児
童
は
実
両
親
の
い
る
者
が
少
な
く
、
全
米
初
の
女

子
感
化
施
設
で
あ
る
ラ
ン
カ
ス
ト
ル
を
例
に
と
っ
て
も
、
収
容
児
童
の
う
ち
、
実
両
親
の
い
る
も
の
一
○
・
六
％
、
実
母
の
み
の
も
の
一
三
・

（
川
）

六
％
、
実
父
の
み
の
も
の
一
九
・
七
％
で
、
実
親
継
親
含
め
て
親
の
い
な
い
も
の
が
五
六
・
一
％
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
う
し
た
現
実
を
前
に
、
「
家
庭

的
に
恵
ま
れ
な
い
」
こ
と
が
非
行
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
「
家
庭
的
に
恵
ま
れ
な
い
」
児
童
に
対
し
て
は
国
家
が
「
親

（
Ⅱ
）

に
代
わ
る
」
べ
き
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
児
童
保
護
の
思
想
が
生
ま
れ
た
。

家
庭
的
不
遇
に
着
目
し
た
非
行
原
因
論
の
背
景
と
し
て
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
東
北
部
に
顕
著
で
あ
っ
た
家
庭
重
視
の
思
潮
に
つ
い
て
付
言
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
で
は
、
家
庭
は
よ
き
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
を
養
育
す
る
最
良
の
環
境
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た

が
、
急
速
な
産
業
化
と
都
市
化
の
進
展
、
移
民
の
流
入
が
も
た
ら
し
た
社
会
変
動
の
な
か
で
、
家
族
は
「
無
情
な
世
界
に
お
け
る
天
国
」
と
し
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擬
似
家
族
と
し
て
の
施
設

社
会
的
な
実
を
得
た
ヨ
一
○
８
富
吊
三
の
は
、
「
親
の
資
格
の
な
い
」
親
の
口
封
じ
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
施
設
が
親
代
わ
り
を
は

た
す
と
い
う
意
味
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ヨ
さ
８
窟
吊
三
の
は
単
な
る
法
理
を
こ
え
た
具
体
的
な
指
導
理
念
と
し
て

処
遇
を
方
向
づ
け
、
家
族
方
式
言
昌
冒
の
言
の
）
と
よ
ば
れ
る
感
化
教
育
独
特
の
方
法
論
に
収
敵
し
た
の
で
あ
る
。

家
族
方
式
の
実
際
を
、
留
岡
が
遊
学
中
に
訪
れ
、
の
ち
に
「
家
庭
学
校
」
の
原
型
と
し
た
前
記
の
四
感
化
施
設
を
も
と
に
み
て
み
よ
う
。

ロ
ー
チ
ェ
ス
タ
ー
で
は
、
広
大
な
敷
地
に
配
さ
れ
た
一
軒
家
（
８
言
侭
⑦
）
毎
に
夫
婦
の
職
員
を
核
と
し
た
「
家
族
」
が
構
成
さ
れ
た
。
ウ
エ

（
側
）

ス
ト
ポ
ロ
ー
で
も
基
本
は
同
様
で
あ
る
が
、
一
「
家
族
」
は
児
童
三
十
人
ま
で
と
規
定
が
あ
り
、
「
家
族
」
全
員
が
職
員
と
と
も
に
同
じ
食
卓
を

（
過
）

囲
ん
だ
。
「
家
族
の
代
替
」
の
理
念
に
そ
っ
て
、
そ
こ
で
は
普
通
の
家
族
と
同
じ
生
活
が
多
大
な
る
感
化
を
も
た
ら
す
と
期
待
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
の
「
家
族
」
は
児
童
集
団
を
意
味
し
、
職
員
を
親
と
し
児
童
を
子
と
す
る
関
係
性
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
全
収
容
児
童
が
「
家

（
略
）

族
」
に
属
す
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
家
族
舎
か
ら
群
居
に
戻
す
」
と
い
う
罰
則
も
あ
り
、
群
居
制
（
８
三
宮
①
隠
房
望
ｍ
房
日
）
で

安
定
し
た
児
童
が
「
家
族
」
に
進
級
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
女
子
感
化
施
設
ラ
ン
カ
ス
ト
ル
は
、
全
米
初
の
本
格
的
な
家

（
〃
）

族
方
式
の
施
設
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ラ
ン
カ
ス
ト
ル
で
は
、
各
コ
テ
ッ
ジ
ご
と
に
メ
ッ
ロ
ン
（
三
胃
『
Ｃ
二
）
と
よ
ば
れ
る
女
性
の
職
員
が
配
置
さ

（
旧
）

れ
た
。
こ
の
メ
ッ
ロ
ン
の
も
と
で
収
容
児
童
は
家
事
一
般
を
身
に
つ
け
、
住
み
込
み
の
家
事
手
伝
い
と
し
て
就
職
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

母
親
の
下
に
お
か
れ
た
姉
妹
の
よ
う
な
生
活
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
児
童
は
年
令
や
非
行
の
種
類
・
程
度
に
よ
っ
て
は
分
離
さ
れ
ず
、

（
四
）

年
長
者
は
年
少
者
の
模
範
と
な
り
、
年
少
者
の
存
在
は
年
長
者
の
や
さ
し
さ
を
引
き
出
す
の
に
役
立
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
ア
メ
リ
カ
場
合
、
経
費
の
都
合
か
ら
、
ラ
ン
カ
ス
ト
ル
の
よ
う
な
本
格
的
な
家
族
方
式
施
設
で
さ
え
「
家
族
」
の
構
成
人
数
は
三
十

人
程
度
と
、
家
族
に
し
て
は
大
き
す
ぎ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
留
岡
は
以
下
の
よ
う
に
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
。

（
皿
）
（
過
）

て
そ
の
存
在
価
置
を
向
上
さ
せ
、
道
徳
的
に
荒
ん
だ
心
を
癒
す
「
自
然
の
感
化
院
」
と
評
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
家
庭
を
感
化
力
あ
ふ
れ
る
機

能
体
と
み
る
社
会
に
お
い
て
、
ヨ
さ
８
冨
吊
。
房
の
論
理
の
転
用
は
、
時
代
の
要
請
に
か
な
っ
た
妙
策
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
塊
）

感
化
施
設
が
で
き
て
か
ら
、
多
く
の
虞
犯
児
童
が
実
際
に
独
立
自
営
の
域
に
達
し
て
社
会
に
巣
立
っ
て
い
っ
た
。
反
社
会
的
行
動
の
あ
っ
た

児
童
が
、
社
会
の
一
員
と
し
て
成
長
す
る
の
に
、
「
家
庭
」
的
処
遇
が
一
定
の
効
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
こ
こ
で
は
「
家
庭
」

的
処
遇
の
意
味
を
、
三
つ
の
側
面
か
ら
分
析
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

「
私
が
亜
米
利
加
で
み
た
感
化
院
は
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
、
シ
ス
テ
ム
」
と
言
ひ
ま
す
が
、
家
族
制
度
に
な
っ
て
居
ら
ぬ
…
一
番
良
い
所
で
も
一

（
別
）

軒
家
を
作
り
ま
し
て
三
十
人
置
い
て
居
る
：
．
然
し
そ
れ
は
所
謂
ゆ
る
算
盤
の
問
題
で
あ
っ
て
教
育
の
問
題
で
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
」

フ
ァ
ミ
リ
ー
シ
ス
テ
ム

留
岡
自
身
は
、
家
庭
学
校
で
「
本
校
ハ
家
族
制
度
二
由
リ
テ
生
徒
ヲ
家
庭
的
愛
情
ノ
内
二
薫
陶
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
（
家
庭
学
校
概
則
第
五
条
）

メ
ツ
ロ
ジ

と
謡
い
、
十
数
人
の
児
童
と
夫
婦
の
職
員
（
家
族
長
と
家
母
）
か
ら
な
る
「
家
族
舎
」
を
整
え
た
。
「
寝
食
を
共
に
し
、
着
物
も
縫
う
て
着
せ
る
と

（
幻
）

云
ふ
風
に
し
て
、
本
当
の
親
の
や
う
に
は
出
来
ま
せ
ぬ
が
、
親
に
代
わ
り
て
教
育
し
て
や
る
積
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
留
岡
の
言
葉
の
と
お

メ
ツ
ロ
シ

メ
ツ
ロ
シ

リ
、
そ
こ
で
は
家
母
の
料
理
し
た
も
の
を
そ
ろ
っ
て
食
べ
、
家
母
の
縫
っ
た
着
物
を
着
て
、
家
族
長
か
ら
学
習
指
導
や
職
業
指
導
を
受
け
る
と

い
っ
た
生
活
が
営
ま
れ
た
。
こ
れ
が
日
本
の
感
化
院
の
原
型
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
感
化
院
の
「
家
庭
」
的
処
遇
は
、
虞
犯
を
理
由
に
親
子
を
引
き
離
す
刃
で
あ
っ
た
ヨ
さ
８
宮
用
三
房
の
考
え
方
が
現
場
の

職
員
を
喚
起
し
て
人
間
味
あ
る
れ
る
手
厚
い
処
遇
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
日
本
で
高
め
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
し
て
「
家
庭
」
的

処
遇
は
、
家
庭
学
校
以
後
の
感
化
院
に
あ
ま
ね
く
継
受
さ
れ
、
そ
の
改
革
が
論
点
と
な
る
今
日
ま
で
事
業
の
支
柱
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
虞
犯

児
童
の
た
め
の
施
設
が
「
家
庭
」
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
次
は
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

女
性
に
よ
る
癒
し
の
効
果

ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
感
化
施
設
が
「
家
庭
」
的
で
あ
る
こ
と
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
メ
ッ
ロ
ン
を
お
き
、
そ
れ
を
う
け

三
「
家
庭
」
的
で
あ
る
こ
と
の
意
味
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メ
ツ
ロ
シ

（
羽
）

て
日
本
の
感
化
院
も
家
庭
学
校
の
家
母
を
は
じ
め
と
し
て
女
性
職
員
を
お
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
職
員
に
読
み
込
ま
れ
た
意

味
を
探
る
こ
と
で
、
「
家
庭
」
的
処
遇
に
こ
め
ら
れ
た
期
待
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
感
化
施
設
設
立
の
推
進
力
と
な
っ
た
の
は
、
裕
福
で
「
ア
メ
リ
カ
の
良
識
」
に
あ
ふ
れ
、
熱
心
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
達
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
宗
教
上
の
意
味
合
い
か
ら
家
庭
を
重
視
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
と
り
わ
け
女
性
は
「
家
庭

（
型
）
（
妬
）

の
聖
職
者
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
役
割
が
神
に
近
し
い
と
認
識
さ
れ
た
の
に
加
え
、
産
業
化
の
進
展

と
と
も
に
男
女
の
職
業
分
化
が
明
確
と
な
り
、
母
親
が
家
に
不
在
が
ち
な
父
親
の
分
ま
で
、
日
々
の
祈
り
や
物
語
や
歌
を
通
じ
て
子
供
に
神
の

存
在
を
教
え
る
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
現
実
的
な
教
育
機
能
上
の
問
題
が
あ
ろ
う
。
当
時
の
文
献
を
ひ
も
と
く
と
、
「
家
族
は
母
親

（
恥
）
（
”
）

の
力
の
及
ぶ
空
間
」
で
あ
り
、
「
真
の
婦
人
は
傷
つ
い
た
指
を
手
当
て
す
る
だ
け
で
な
く
、
傷
つ
い
た
心
も
手
当
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
言
説
が
見
ら
れ
る
。
荒
ん
だ
心
を
癒
す
の
に
相
応
し
い
家
族
と
い
う
機
能
体
の
、
中
で
も
感
化
力
に
あ
ふ
れ
た
女
性
に
、
感
化
教
育
現
場
で

（
犯
）

の
は
た
ら
き
が
期
待
さ
れ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
東
北
部
の
社
会
に
お
い
て
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。

感
化
施
設
の
い
ま
ひ
と
つ
の
特
異
点
と
し
て
開
放
処
遇
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
親
代
わ
り
」
の
職
員
の
愛
（
に
託
さ
れ
た
神
の
愛
）
が
児
童
の
逃

（
湖
）

亡
を
防
ぐ
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
原
則
と
し
て
建
物
に
柵
や
鍵
な
ど
の
監
禁
設
備
を
つ
け
な
い
方
法
で
あ
り
、
「
愛
は
高
い
塙
壁
に
ま
さ
る
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
と
も
に
、
わ
が
国
で
も
家
庭
学
校
以
降
、
今
日
の
教
護
院
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
現
実
に
は
、
「
愛
は
高
き
塙
壁
に
ま
さ
る
」
の
理
想
主
義
と
は
裏
腹
に
逃
げ
た
児
童
は
あ
っ
た
し
、
日
本
の
施
設
で
も
感
化
院
の
昔
か

ら
教
護
院
の
今
日
ま
で
児
童
の
逃
亡
は
頭
の
痛
い
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
、
な
ぜ
、
開
放
処
遇
を
と
り
続
け
る
の
か
。
あ
る
い
は
、

逃
げ
な
い
児
童
も
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
こ
と
が
、
「
家
庭
」
的
処
遇
の
意
味
を
考
え
る
二
つ
目
の
鍵
で
あ
る
。

（
卯
）

例
え
ば
ラ
ン
カ
ス
ト
ル
で
、
収
容
児
童
た
ち
は
行
動
規
範
を
「
メ
ッ
ロ
ン
が
喜
ぶ
か
ど
う
か
」
に
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
家
庭
」

的
な
処
遇
に
あ
っ
て
は
、
児
童
と
職
員
に
よ
る
擬
似
家
族
が
形
成
さ
れ
、
規
範
に
そ
っ
た
ふ
る
ま
い
を
主
体
的
に
行
な
う
よ
う
促
さ
れ
た
。
っ

内
発
性
の
酒
養
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ま
り
「
家
庭
」
的
な
環
境
に
お
い
て
職
員
と
の
良
好
な
人
間
関
係
を
形
成
し
得
た
児
童
は
、
子
が
親
の
価
置
観
を
自
ず
か
ら
引
き
受
け
る
よ
う

に
、
職
員
の
示
す
規
範
に
内
発
的
に
従
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
別
）

ア
メ
リ
カ
の
感
化
施
設
の
場
合
、
「
事
業
の
力
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
公
立
で
あ
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
教
が

精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
の
し
ょ
う
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
で
の
見
聞
を
も
と
に
日
本
で
感
化
教
育
を
試
み
よ
う
と
し
て

い
た
留
岡
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
。

（
犯
）

一
九
世
紀
末
の
日
本
に
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
け
で
お
よ
そ
二
万
八
千
人
の
日
本
人
信
徒
が
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
尚
ほ
西
洋
臭
き

（
羽
）

も
の
あ
る
」
と
い
う
批
判
を
免
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
が
明
治
維
新
が
招
い
た
空
洞
化
を
埋
め
る
も
の

（
別
）

と
し
て
維
新
以
前
の
支
配
者
層
に
支
持
さ
れ
た
た
め
に
、
「
知
的
な
性
格
」
が
顕
著
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
留
岡
の
見
方
に
よ
れ
ば
、

西
洋
臭
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
の
精
神
風
土
に
な
じ
み
に
く
く
、
そ
う
な
る
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
感
化
教
育
が
日
本
で

受
容
さ
れ
る
見
込
み
は
薄
い
・
キ
リ
ス
ト
教
に
代
わ
る
事
業
の
精
神
基
盤
を
求
め
て
い
た
留
岡
の
目
に
触
れ
た
の
が
、
「
理
想
と
実
際
の
最
も
良

（
妬
）

（
郡
）

く
調
和
さ
せ
て
居
る
」
二
宮
尊
徳
（
一
七
八
七
‐
一
八
五
六
）
の
報
徳
思
想
で
あ
っ
た
。

留
岡
が
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
読
み
か
え
と
し
て
着
眼
し
た
報
徳
思
想
は
、
勤
勉
、
倹
約
、
自
己
責
任
等
の
自
律
的
精
神
に
加
え
て
、
擬
似
親

子
の
関
係
を
活
か
す
こ
と
で
各
人
の
内
発
性
を
育
む
、
ま
さ
に
感
化
教
育
と
相
通
ず
る
理
念
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
石
田
雄
は
、
報
徳
会
な

（
訂
）

ど
の
半
官
半
民
団
体
が
「
現
象
と
し
て
は
「
家
族
国
家
」
を
下
か
ら
支
え
る
自
発
性
を
発
酵
さ
せ
る
醸
造
所
と
も
な
っ
た
」
点
を
あ
げ
な
が
ら
、

報
徳
思
想
に
自
発
性
の
養
成
と
い
う
教
育
的
機
能
を
み
て
い
る
。
報
徳
思
想
が
集
団
内
に
擬
制
的
親
子
関
係
を
巧
み
に
取
り
込
み
、
こ
の
関
係

（
犯
）

が
具
体
的
に
「
よ
り
自
発
性
を
も
っ
た
服
従
を
求
め
う
る
と
い
う
こ
と
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
、
石
田
の
整
理
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
収
容
児
童
を
擬
似
家
庭
集
団
の
な
か
に
取
り
込
む
感
化
施
設
の
方
法
論
は
報
徳
思
想
に
よ
く
馴
染
む
。

こ
こ
で
、
個
人
の
内
発
性
と
い
う
も
の
が
ア
メ
リ
カ
と
日
本
に
お
い
て
は
異
質
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
ま
ず
、
感
化
教
育
の
基
盤
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
報
徳
思
想
に
読
み
替
え
た
留
岡
が
、
ス
マ
イ
ル
ス
の
「
自
助
論
」
に
代
表
さ
れ
る

欧
米
の
自
立
の
思
想
と
報
徳
思
想
を
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
日
本
に
お
け
る
「
自
助
論
」
理
解
に
関
す
る
前
田
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愛
の
論
を
紹
介
し
た
い
。
前
田
に
よ
れ
ば
、
「
自
助
論
」
の
基
底
に
あ
る
「
個
人
の
内
発
性
を
尊
重
す
る
清
教
徒
的
な
道
徳
観
」
と
「
内
閉
的
な

道
徳
律
」
１
１
当
然
な
が
ら
、
責
任
主
体
は
個
人
で
あ
る
ｌ
は
、
科
学
的
実
証
主
義
や
経
済
的
合
理
性
へ
の
理
解
に
欠
け
、
い
わ
ば
農
民
的

な
思
想
形
式
を
も
つ
わ
が
国
で
は
、
受
容
さ
れ
き
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
節
制
に
よ
っ
て
立
志
を
貫
く
点
に
報
徳
思
想
と
「
自

助
論
」
の
共
通
性
を
見
出
だ
せ
て
も
、
そ
の
禁
欲
性
が
、
神
と
の
対
話
を
背
景
と
す
る
個
人
の
内
発
性
に
よ
る
も
の
か
、
親
や
「
家
」
と
の
繁

が
り
か
ら
生
ず
る
ｌ
儒
教
的
な
ｌ
外
発
性
に
よ
る
も
の
か
、
と
い
う
越
え
が
た
い
差
異
が
両
者
の
間
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
留
岡
に

（
調
）

限
ら
ず
、
一
般
に
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
世
代
の
家
庭
形
成
の
雛
型
の
提
示

以
上
の
二
つ
の
側
面
か
ら
、
感
化
施
設
で
人
間
味
あ
ふ
れ
た
処
遇
が
不
可
欠
と
さ
れ
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
児
童
と

夫
婦
の
職
員
が
擬
似
家
庭
を
形
成
す
る
必
要
性
は
説
明
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
留
岡
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
興
味
深
い
。

「
本
校
卒
業
後
は
、
彼
等
を
し
て
社
会
の
実
際
に
結
び
付
け
る
や
う
に
尽
力
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
夫
れ
計
り
で
は
未
だ
感
化
事
業
が
徹

（
側
）

底
し
た
と
は
云
は
れ
な
い
。
今
一
歩
進
ん
で
嫁
を
取
っ
た
り
、
婿
に
や
っ
た
り
し
て
、
和
楽
の
家
庭
を
造
ら
せ
る
や
う
に
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

つ
ま
り
、
対
象
者
の
「
独
立
自
営
」
の
完
成
を
は
か
る
の
に
、
婚
姻
は
、
あ
る
普
遍
性
を
も
っ
た
基
準
と
考
え
ら
れ
た
。
「
不
良
少
年
に
し
て

も
出
獄
人
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
最
後
の
目
的
を
達
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
第
一
に
妻
を
迎
へ
さ
せ
て
一
家
を
持
た
せ
る
の
で
あ
る
。

妻
が
出
来
る
と
家
が
出
来
る
。
一
家
を
成
せ
ば
や
が
て
子
供
が
出
来
る
。
是
に
於
て
か
慈
善
事
業
の
範
囲
内
に
来
る
や
う
な
人
間
も
全
く
改
善

（
狐
）

す
る
に
至
る
の
で
あ
る
」
と
留
岡
は
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
遠
藤
興
一
は
、
「
「
家
を
持
た
せ
る
」
と
は
、
新
た
な
「
家
庭
」
形
成
を
意
味
し
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
充
実
な
改
善
は
家
族
形

成
に
よ
っ
て
こ
そ
達
成
さ
れ
、
「
妻
を
持
つ
こ
と
も
で
き
ず
に
、
家
庭
を
造
れ
な
い
と
い
ふ
も
の
は
決
し
て
幸
福
の
状
態
に
立
ち
至
る
こ
と
は
出

来
ぬ
」
と
い
う
判
断
と
評
価
を
伴
っ
た
。
つ
ま
り
、
家
庭
学
校
の
「
家
庭
」
は
、
や
が
て
収
容
児
童
の
一
人
ひ
と
り
が
形
成
す
べ
き
「
家
庭
」

（
蛇
）

の
雛
型
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
留
岡
の
負
っ
た
課
題
の
重
さ
が
あ
る
。
」
と
論
じ
る
。
ま
た
、
多
摩
少
年
院
初
代
院
長
の
太
田
秀
穂
（
一
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以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
感
化
施
設
の
「
家
庭
」
的
処
遇
は
、
感
化
教
育
の
論
拠
で
あ
る
言
一
○
８
冨
吊
口
房
の
二
つ
の
解
釈
を
仲
立
ち
と
し
て
、
虞
犯
の

児
童
の
収
容
処
遇
と
い
う
こ
と
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
国
葹
設
）
に
よ
る
親
代
わ
り
と
い
う
、
の
ち
の
児
童

保
護
・
福
祉
の
原
則
が
掲
げ
ら
れ
る
な
か
で
、
親
に
代
わ
る
国
（
施
設
）
が
、
可
能
な
か
ぎ
り
良
好
な
家
庭
的
に
場
を
提
供
す
る
と
考
え
ら
れ
た

八
七
五
‐
一
九
五
○
）
も
、
一
九
三
○
（
昭
和
五
）
年
に
家
庭
学
校
社
名
淵
分
校
を
訪
れ
た
際
に
、
院
児
に
向
か
い
「
良
い
女
を
一
生
の
女
房
に
持

（
縄
）

っ
こ
と
を
考
へ
る
」
よ
う
諭
し
た
と
い
う
。
家
庭
形
成
の
課
題
を
個
別
化
し
て
み
せ
た
太
田
の
発
言
を
手
が
か
り
と
す
る
と
、
感
化
院
の
夫
婦

小
舎
制
は
児
童
に
夫
婦
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
、
こ
と
に
女
性
職
員
は
良
好
な
予
後
を
支
え
る
「
良
い
女
房
」
像
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
“
）

さ
て
、
留
岡
が
「
家
庭
」
的
感
化
教
育
を
広
め
た
当
時
の
わ
が
国
で
は
、
「
個
人
の
私
生
活
の
否
認
」
の
一
面
を
も
つ
「
家
」
制
度
が
推
進
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
感
化
教
育
の
「
家
庭
」
的
要
素
は
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
通
り
、
児
童
の
成
長
と
生
活
の
充
実
を
保
障
す
る
こ
と
が
、
王

眼
で
あ
り
、
「
家
」
制
度
を
補
強
す
る
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
。
加
え
て
、
ヨ
さ
８
富
べ
ｇ
房
の
理
念
は
む
し
ろ
「
家
」
の
紐
帯
を
否
定
す
る

面
を
も
ち
、
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
施
設
を
モ
デ
ル
と
し
た
以
上
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
施
設
で
な
く
と
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ホ
ー
ム
の
イ
メ
ー

ジ
が
払
拭
さ
れ
き
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
要
因
の
た
め
に
、
日
本
の
感
化
施
設
の
家
庭
の
像
は
、
必
ず
し
も
「
家
」
制
度
に
直
結
し
た
も
の

と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
「
家
」
制
度
推
進
の
時
代
に
あ
っ
て
、
留
岡
の
感
化
教
育
が
「
家
庭
」
的
で
あ
る
こ
と
を
方
法
論
の
主
軸
に
据
え
た

こ
と
は
、
感
化
教
育
が
日
本
の
国
家
的
事
業
と
し
て
定
着
す
る
段
階
で
、
本
意
に
違
え
て
「
家
」
制
度
の
枠
内
に
絡
め
と
ら
れ
る
内
的
契
機
と

な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
ひ
ず
み
に
つ
い
て
は
、
槁
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

の
で
あ
る
。

第
二
に
、

四
む
す
び
に
か
え
て

「
家
庭
」
的
な
処
遇
が
も
つ
意
味
を
整
理
し
た
。
ま
ず
感
化
施
設
で
は
、
人
間
味
あ
ふ
れ
る
職
員
の
対
処
に
よ
っ
て
児
童
の
荒
ん
だ
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心
を
癒
し
、
児
童
と
職
員
と
の
擬
似
親
子
関
係
を
含
む
良
好
な
人
間
関
係
の
う
え
に
個
人
の
内
発
性
を
育
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら

に
児
童
と
夫
婦
職
員
の
擬
似
家
庭
を
も
っ
て
密
度
の
濃
い
「
家
庭
」
的
な
施
設
運
営
を
行
な
っ
た
わ
が
国
の
感
化
院
で
は
、
上
記
の
事
柄
に
加

え
て
、
児
童
に
次
世
代
の
家
庭
形
成
の
雛
型
を
提
示
す
る
は
た
ら
き
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
感
化
施
設
の
処
遇
が
「
家
庭
」
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
概
観
が
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
児
童
保
護
が
、
次
世

代
の
「
家
庭
」
形
成
へ
の
方
向
づ
け
を
す
る
点
に
お
い
て
、
未
来
に
も
お
よ
ぶ
家
族
介
入
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ア
メ
リ
カ
の

感
化
施
設
の
場
合
は
、
既
存
の
社
会
秩
序
を
乱
す
存
在
と
し
て
州
政
府
よ
り
厄
介
視
さ
れ
た
貧
困
移
民
の
子
供
を
親
か
ら
引
き
離
し
て
、
ア
メ

リ
カ
ナ
イ
ズ
を
す
る
側
面
が
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
日
本
に
お
い
て
も
本
質
は
変
わ
り
な
く
、
為
政
者
の
目
に
望
ま
し
い
「
家
庭
」
像
が
感
化
院

で
児
童
に
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
間
接
的
な
家
族
介
入
は
、
家
族
の
あ
り
様
が
多
様
化
す
る
傾
向
に
あ
る
今
日
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
味

を
問
い
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
問
い
の
延
長
線
上
に
今
日
の
夫
婦
小
舎
制
の
改
革
問
題
へ
の
新
た
な
論
点
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
高
齢
受
刑
者
に
若
年
時
か
ら
の
累
犯
者
の
割
合
が
高
く
、
彼
ら
の
多
く
が
家
庭
を
も
っ
た
経
験
が
な
い
と
い
う
事

（
幅
）

実
を
前
に
す
る
と
、
家
族
の
多
様
化
と
い
う
風
潮
に
鑑
み
て
、
既
に
虞
犯
と
い
う
問
題
を
抱
え
た
児
童
に
対
す
る
積
極
的
な
方
向
づ
け
を
謙
抑

す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
厳
酷
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
危
愼
が
の
こ
る
。
歴
史
的
考
察
が
ふ
ま
え
た
今
日
の
問
題
の
検
討
は
、
次
の
課
題
で
あ

つ
（
》
○

註（
１
）
裁
判
所
の
審
判
を
経
ず
に
児
童
を
不
定
期
に
拘
束
し
得
る
教
護
事
業
を
民
間
が
担
う
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
の
国
Ｃ
の
意
向
に
よ
る
。
た

だ
し
、
留
岡
幸
助
が
開
設
し
た
「
家
庭
学
校
」
ほ
か
一
施
設
は
、
民
間
教
護
院
と
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。

（
２
）
例
え
ば
、
新
田
健
一
「
再
び
教
護
の
時
代
か
」
全
国
教
護
院
協
議
会
『
非
行
問
題
』
一
九
三
号
、
一
九
八
七
年
、
六
‐
二
三
頁
が
あ
る
。

（
３
）
「
将
来
、
罪
を
犯
し
、
ま
た
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
す
る
虞
れ
が
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
法
規
上
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
旧
少
年

法
（
大
正
二
年
法
律
第
四
二
号
）
四
条
の
「
刑
罰
法
令
二
触
ル
ル
行
為
ヲ
為
ス
虞
ア
ル
少
年
」
の
文
言
で
あ
る
が
、
虞
犯
を
国
家
に
よ
る
児
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表l l9世紀アメリカ東北部感化施設と留岡幸助の家庭学校

本表は, HenryBarnard, LL.D., PapersonPrebentibe,Correctional and

ReformationlnstituteandAgents inDiferentCountries. F.C.Brownell,

Hartford, 1857,p.354, 「全国感化院年報」感化教育会「感化教育」 12号, 1928

年, 77-86頁等を参照に齋藤薫が作成した． ： （＊）家庭学校のデータは， 1928年

現在

童
保
護
の
事
由
と
す
る
発
想
は
、
感
化
法
案
起
案
に
先
立
つ
感
化
保
護

事
業
要
項
（
内
務
省
譽
保
局
長
、
一
八
九
七
年
）
の
「
感
化
院
に
入
る

べ
き
不
良
少
年
」
の
項
「
動
も
す
れ
ば
犯
罪
に
陥
る
危
険
あ
る
者
」
に

す
で
に
み
ら
れ
る
。

（
４
）
こ
れ
ら
の
施
設
の
名
称
は
、
悪
き
『
日
野
言
ｇ
》
国
○
巨
閉
＆
詞
臥
匡
需
ゞ

言
号
の
ヨ
里
浮
き
ｇ
と
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
区
別
は
「
本
質
的
な
特

質
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
（
目
白
．
○
冨
岸
○
口
旨
扁
三
①
罰
凰
貝
ョ
甲

８
１
隅
旦
吾
の
ロ
ヨ
毎
匹
の
日
毎
い
ご
馬
溥
暑
ミ
Ｏ
Ｓ
亀
、
房
ミ
ミ
室
ミ

ロ
ミ
ミ
篇
ミ
。
萱
ミ
．
⑦
○
ぐ
閏
日
の
昌
卑
言
ご
品
○
圏
８
ゞ
乏
閉
三
岳
８
．

乞
謁
》
ロ
圏
巴
と
さ
れ
、
同
一
施
設
が
別
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
す
ら

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
通
例
に
し
た
が
っ
て
所
在
地
名
で
施
設
を

表
記
す
る
。
な
お
日
本
語
表
記
法
は
留
岡
幸
助
に
し
た
が
っ
た
。
各
施

設
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
表
１
の
通
り
。

（
５
）
拙
稿
「
留
岡
幸
助
の
み
た
ア
メ
リ
カ
ｌ
わ
が
国
感
化
教
育
の
源
泉
ｌ
」

お
茶
の
水
女
子
大
学
「
人
間
文
化
研
究
年
報
」
一
八
号
、
一
九
九
四
年
、

六
七
‐
七
三
頁

（
６
）
感
化
施
設
の
収
容
は
不
定
期
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ

の
代
表
的
な
監
獄
改
良
家
ブ
ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ー
の
不
定
期
刑
の
主
張
と
同

趣
旨
で
あ
る
。
安
定
す
れ
ば
寄
宿
舎
か
ら
家
族
舎
へ
移
す
な
ど
一
種
の

累
進
処
遇
を
行
う
場
合
も
、
収
容
期
間
は
「
い
い
子
に
な
る
ま
で
」
白
．

の
、
乏
冒
＄
｝
記
包
三
ｏ
薑
一
言
、
》
、
言
苫
ミ
ミ
記
ミ
ミ
ミ
Ｃ
ミ
睦
曼
一
言

ｇ
ミ
ミ
の
ご
舅
曇
謁
包
Ｃ
ミ
亀
暑
．
く
自
国
の
三
言
厨
ｇ
偉
き
扇
》
聾
函
ョ

－92－

施設名（州）

設立

(年）

定員

(人）

現員(1857)

男女計

(人） （人） （人）

平均

年齢

(歳）

平均

在所

(月）

改善率

(％）

グレンミル感化院(Penn)
b－－－一一一q■D-q■■－－－■■一一-一一－一一一一ー一一一一一一一一一一一－一一一一一一q■

ローチェスター感化院(NY)
b一一一‐一一－一一ーー｡■､一一一一一■■一一■■一一-一一一一■■一一一一一一一一一÷一一4■B O

ウエストボロー感化院(Mass)
B一一‐‐一一一ー一－一一一一一一一■■‐ーーー■■ー‐■■ ■■一一一一一一一■■一一一一一一一○

ランカストル感化院(Mass)
■ ■■一一一一一一一■■D一一一一一一一一一‐‐一一－一一一一一一一一一一q■D一一一一一一一一句

家庭学校（＊）

1826

1846

1847

1855

1899

432

375

550

90

110

181 63 244

330 - 330

545 － 545

－ 76 76

86 － 86

－

12.8

12

－

12

24

21

9

一
一

一
・

師
一
巧
一
別

一
一

一
一

骨一一一一一一一一一句

○一一一-一一一‐‐屯
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宅
ユ
具
ヨ
ｍ
国
○
易
の
》
屋
電
》
ロ
筐
巴
と
さ
れ
た
。

（
７
）
一
八
二
五
年
の
ボ
ス
ト
ン
感
化
院
に
関
す
る
法
は
す
で
に
、
同
院
の
入
所
要
件
と
し
て
、
ご
ろ
つ
き
、
放
浪
、
不
良
な
ど
虞
犯
を
規
定
し
て
い

る
。
皿
屍
串
○
コ
四
宮
閏
畠
国
シ
ロ
シ
ｇ
○
○
コ
の
閏
コ
ヨ
ｍ
当
こ
ぐ
の
昌
庁
○
廟
囚
己
の
易
ヨ
弓
①
Ｑ
ご
三
国
○
輿
○
コ

グ
レ
ル
ミ
ル
の
入
所
は
、
市
民
は
評
議
員
へ
、
市
民
以
外
は
評
議
員
・
裁
判
官
・
市
長
等
へ
の
出
願
に
よ
る
。
感
化
達
成
ま
で
の
約
一
年
間
、

親
の
経
済
的
負
担
は
な
い
。
ウ
エ
ス
ト
ポ
ロ
ー
で
は
、
入
所
は
主
と
し
て
裁
判
所
か
ら
の
送
致
に
よ
っ
た
得
の
－
２
三
二
の
ゞ
目
言
函
冨
馬
ミ

記
曾
妃
興
詳
号
の
耐
震
き
、
ミ
長
Ｓ
ミ
員
国
営
Ｓ
尋
罵
ミ
ミ
叱
豊
Ｓ
亘
爵
喧
暑
言
登
Ｑ
２
三
臺
切
。
．
具
も
Ｌ

（
８
）
両
×
ロ
画
風
の
○
局
○
屋
の
①
）
今
夛
『
宣
四
再
○
ご
＠
（
も
Ｐ
胃
、
函
巴

（
９
旨
．
三
．
国
○
三
＄
》
の
ミ
ミ
馬
》
色
雪
国
尋
員
菖
の
Ｒ
討
曾
．
、
へ
烏
ミ
奇
ロ
ミ
ミ
ミ
尽
葛
ｅ
｝
雪
之
ミ
ミ
馬
菖
‐
Ｏ
、
ミ
ミ
ご
聖
ミ
ミ
ミ
ミ
．
○
×
ざ
ａ
ご
己
く
国
堅
昌

（
Ⅲ
）
国
．
三
．
国
吊
員
巴
》
目
言
⑦
三
の
胃
伊
曽
局
閉
房
罰
シ
ｇ
Ｑ
巴
も
○
耳
国
寓
○
津
房
甸
司
輿
詞
風
（
）
。
ご
浮
き
○
室
日
⑦
三
の
ヨ
ｚ
自
芸
シ
ョ
ｇ
三
ｓ
》

畠
認
さ
乞
孟
．
》
函
四
吋
ぐ
画
己
ロ
ヨ
ご
閏
四
ご
》
両
ロ
．
ロ
．
忘
蜀
》
ロ
芭
皀

（
Ⅱ
）
「
家
庭
的
に
恵
ま
れ
な
い
」
児
童
へ
の
同
情
に
根
ざ
す
児
童
保
護
の
気
運
は
、
少
年
裁
判
所
を
設
立
さ
せ
た
児
童
救
済
運
動
（
吾
の
ｇ
屋
藍
三
侭

三
○
ぐ
の
ョ
の
貝
）
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ノ
、
。

（
ｕ
）
、
．
三
・
ｍ
３
コ
圃
巴
》
Ｆ
ｍ
ｐ
ｏ
幽
曽
閏
冒
旦
匡
解
臥
巴
ｍ
ｏ
さ
ｏ
ｇ
さ
局
⑦
耳
厨
《
シ
も
○
門
司
巴
言
三
四
尼
牙
’
○
の
ご
日
ご
幻
風
○
円
目
の
ｏ
ロ
○
○
罠
○
円
⑦
三
ｍ
帛
録
ミ
ミ
量

夛
角
○
ぐ
の
口
〕
の
。
庁
）
へ

（
ｕ
）
、
．
三
・
ｍ
３
コ
圃
巴
》

勺
吊
朋
．
ｚ

（
Ⅲ
）
国
．
三
．
卑

の
ど
へ
包
討
い
く
２
．
輿

（
過
）
”
、
三
・
三
の
コ
コ
巴
》

（
Ｍ
ご
・
シ
一
行
Ｐ
二
応
急

（
の
Ｑ
・
）
○
℃
．
○
耳
・
）

（
田
）
団
扇
国
国
巴
ゞ
○
つ
の

（
略
）
シ
｝
行
員
○
口
の
岸
．
》

○
一
・
四
》

○
岸
．
》

（
Ⅳ
）
国
○
言
＄
弓
．
号
・
も
．
謡
ゞ
し
か
し
ブ
レ
ン
ッ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
一
八
六
五
年
ま
で
に
は
「
家
庭
」
的
処
遇
の
色
彩
が
う
す
れ
、
懲
戒
や
監
禁
に

頼
る
面
が
増
し
た
と
い
う
。
矯
正
理
念
の
変
化
と
予
想
以
上
に
年
長
者
の
入
所
が
多
か
っ
た
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
る
猩
団
．
三
野
９
面
里

ご
○
・
蝉
］
や
ヨ
コ
ロ
、
一
一

三
コ
巴
》
胃
。
茸
○
ユ
匡
只
ざ
Ｐ
宛
．

二
面
急
ぎ
さ
の
言
討
記
ミ
ミ
、
ミ

民
．
》
ら
ご
》
己
＆
の

ロ
．
畠
つ

●

．
○
胃
・
》
ロ
．
、

０

の
』
庁
。
》
ロ
．
一
つ

団
扇
日
ロ
囚
（
①
Ｑ
）
○
三
匡
昂
コ
ヨ
○
○
ヨ
ヨ
①
ョ
の
具
》
シ
コ
】
（
）
勺
３
服
ゞ
ら
三
》
ロ
畠

の
ｓ
ｏ
ミ
記
の
ミ
ミ
冴
馬
言
尽
め
．
Ｆ
Ｏ
Ｃ
穴
乏
○
○
９
国
吋
○
巳
＄
四
国
ロ
○
○
日
己
巴
昌
》
畠
弓
》
ロ
ロ
己
１
国
》
国
吊
冒
ご
閏
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こ
の
資
料
は
、
内
藤
和
美
氏
か
ら
提
供
を
う
け
た
。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
妬
）
○
胃
冨
昌
５
国
用
９
国
．
函
画
ヨ
里
国
陥
呂
国
璽
○
毎
吊
》
軍
営
§
言
旦
ｂ
ｏ
ミ
ミ
局
の
ミ
ミ
、
．
ｚ
・
国
．
』
．
国
．
甸
○
ａ
陣
○
○
．
》
屍
三
も
．
ご

（
邪
）
三
二
国
ョ
国
喧
閏
｝
出
塁
馬
麗
号
言
ミ
ミ
ロ
ミ
言
之
昌
弓
毒
言
ｂ
ｇ
ｓ
暑
蔦
ミ
ミ
》
言
配
舅
馬
具
詞
邑
兎
、
、
目
．
【
・
曽
昼
詞
⑦
、
○
○
三
．
甥
ゞ

も
ユ
コ
庁
①
門
の
．
》
も
ご
宮
四
Ｑ
巴
ロ
ゴ
耳
Ｐ
』
の
、
隻
口
』
『

（
〃
）
記
ｓ
ｏ
ミ
ミ
罫
、
愚
ミ
ミ
ミ
ｏ
ご
穂
向
き
葛
三
三
ｏ
弓
ミ
Ｏ
ｏ
ミ
噂
呵
ミ
、
旦
○
ミ
ミ
舅
国
菖
包
Ｏ
Ｓ
、
為
ｓ
ｏ
鼠
．
三
四
号
ヨ
唱
○
。
□
．
Ｐ
ご
白
も
』
葛

（
肥
）
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
に
特
有
の
事
情
と
し
て
、
感
化
施
設
に
お
け
る
「
家
庭
」
的
処
遇
の
試
み
は
、
女
権
拡
張
論
か
ら
も
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
児
童
救
済
運
動
と
よ
ば
れ
る
中
流
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
家
庭
の
女
性
た
ち
の
活
動
が
感
化
施
設
の
設
立
を
推
進
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
児
童
救
済
は
「
主
婦
業
を
地
域
社
会
で
も
生
か
し
た
い
と
望
む
女
性
に
と
っ
て
、
恥
ず
か
し
く
な
い
仕
事
」
（
少
．
ニ
プ
ラ
ッ
ト
、

（
別
）
国
吊
目
嵐
巴
》
Ｏ
ｐ
ｏ
芹
．
》
ｐ
匿

（
〃
）
独
立
自
営
と
い
う
感
化
教
育
の
目
的
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
留
岡
幸
助
に
お
け
る
「
独
立
自
営
」
の
思
想
と
実
践
ｌ
わ
が
国
の
感
化
教
育

理
念
の
形
成
ｌ
」
平
成
七
年
度
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
学
位
論
文
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
路
）
メ
ッ
ロ
ン
の
職
制
は
施
設
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。
留
岡
が
訪
問
し
た
当
時
の
ウ
エ
ス
ト
ポ
ロ
ー
の
メ
ッ
ロ
ン
は
院
長
の
妻
で
あ
っ
た
。
ま
た

ラ
ン
カ
ス
ト
ル
で
は
、
家
族
舎
ご
と
に
配
属
さ
れ
た
女
性
職
員
を
メ
ッ
ロ
ン
と
い
っ
た
。
二
諄
輿
言
３
両
呉
日
日
雰
言
（
）
一
》
璽
瀞
§
』
葛
ミ
ミ

記
ｇ
ｏ
ミ
ミ
一
言
軍
営
署
鴎
旦
罫
⑲
の
冒
討
、
尋
一
ｓ
ご
国
電
包
記
ミ
ミ
ミ
粋
言
房
》
ミ
雲
一
言
』
葛
ミ
ミ
詞
恩
ミ
忽
旦
一
言
記
ミ
ミ
ミ
ｐ
電
Ｒ
畠

ご
胃
一
言
写
ミ
同
誌
ｓ
長
陣
営
．
印
Ｐ
屍
謁
ゞ
畠
潭
》
ロ
霊
↓
野
呂
圃
巴
》
８
．
の
拝
．
も
も
．
ｇ
］
‐
ご
蝉
国
．
三
．
野
ｇ
Ｎ
２
》
Ｆ
ｇ
８
曽
閏
言
号
ｍ
ヨ
巴

の
ｏ
ゴ
○
巳
き
『
⑦
吋
房
如
鈩
も
○
鼻
『
画
詳
旦
四
己
吾
’
○
の
．
白
ご
両
国
○
ロ
ゴ
の
ｏ
ゴ
ｏ
ｇ
さ
『
⑦
三
の
．
、
ご
ミ
苫
冴
『
の
ミ
ミ
風
．
ぐ
○
一
．
鐸
一
己
』
》
乞
計
》
ロ
全

（
Ⅲ
）
留
岡
、
前
掲

画
つ
ロ
○
・
画
》
』
の
四
つ
》
ロ
．
い
つ
、

（
肥
）
家
庭
学
校
で
は
、
家
族
全

（
四
）
団
吊
ご
函
の
二
○
口
の
岸
・
》
ロ
ロ

（
別
）
留
岡
幸
助
「
感
化
教
育
」

ロ
○
白
の
巽
房
異
ざ
］
〕
聾
の
幻
①
き
『
ヨ
シ
の
ロ
己
冨
旦
吾
①
の
○
口
巴
厨
異
ご
ロ
ａ
ご
く
画
置
ご
“
ａ
⑦
弓
厨
》
畠
認
ｌ
己
宗
》
函
ミ
ミ
ミ
ミ
園
忌
Ｒ
ミ
ご
苫
ミ
記
、
ミ
こ
ぐ
巳

メ
ツ
ロ
ン

家
族
舎
の
族
長
の
妻
を
家
母
と
し
た
。

荘言
会と
&=＝‐

［つ

三
巻
六
号
、
一
九
○
一
年
六
月
、
二
五
‐
二
六
頁
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藤
本
哲
也
・
河
合
清
子
『
児
童
救
済
運
動
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
九
年
、
七
二
頁
）
で
あ
り
、
感
化
施
設
設
立
計
画
は
「
有
益
な
専
門

職
へ
の
途
を
拓
く
も
の
で
あ
る
」
（
プ
ラ
ッ
ト
前
掲
、
七
六
頁
）
と
し
て
彼
女
た
ち
児
童
救
済
家
（
○
三
匡
蟹
蔚
邑
に
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
。

（
別
）
留
岡
幸
助
『
家
庭
学
校
』
警
醒
社
、
一
九
○
一
年
、
五
○
‐
五
二
頁
“
児
童
問
題
史
研
究
会
編
『
日
本
児
童
問
題
文
献
集
１
』
（
復
刻
版
）
日
本

図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
三
年
、
所
収

（
訓
房
．
三
．
田
『
ｇ
蕊
巴
》
ご
言
喧
暑
爵
旦
一
言
の
言
狩
．
弓
言
三
弓
卑
の
閉
》
ご
霊
も
．
念
ゞ
グ
レ
ン
ミ
ル
で
も
、
女
子
用
の
コ
テ
ッ
ジ
に
は
メ
ッ
ロ
ン
と

補
助
メ
ッ
ロ
ン
が
お
か
れ
た
が
、
男
子
用
の
コ
ッ
テ
ジ
に
は
男
性
職
員
の
み
が
配
置
さ
れ
た
。

（
型
ご
尽
弔
ご
壁
馬
具
記
曾
嬉
〉
房
烏
鐘
耐
震
塗
ご
ミ
弓
短
ご
尽
員
包
胃
曾
忌
ミ
ミ
ミ
電
》
ミ
ミ
》
是
《
言
言
鼠
Ｐ
Ｐ
Ｐ
具
も
面

信
仰
に
厚
く
良
識
的
で
裕
福
な
市
民
が
評
議
員
と
し
て
感
化
施
設
の
運
営
を
担
い
、
施
設
の
宗
教
性
は
、
大
概
敷
地
の
中
心
に
位
置
す
る
礼
拝

堂
に
象
徴
さ
れ
た
。
ワ
イ
ン
ズ
も
「
感
化
監
獄
の
ほ
と
ん
ど
は
不
遇
な
青
少
年
に
対
す
る
真
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
的
同
情
に
立
つ
も
の
」
（
三
目
①
の
》

ｇ
、
ｏ
芦
》
ロ
宅
巴
で
あ
る
と
い
う
程
切
言
．
犀
①
。
Ｎ
⑦
一
》
ロ
Ｃ
ョ
①
ｍ
号
胃
ご
〕
四
の
両
の
ぎ
ｇ
詩
鈩
煕
匡
号
○
津
ぎ
ぎ
ｎ
国
言
豊
○
．
旦
乏
昌
弓
四
ａ

⑦
三
の
）
易
囲
‐
己
急
》
国
四
吋
ぐ
四
ａ
向
Ｑ
こ
の
胃
ご
己
里
詞
の
ヨ
ミ
ぐ
巳
．
ｇ
》
ロ
○
．
騨
口
雪
醇

（
兇
）
門
ご
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
編
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
基
督
教
比
較
年
表
』
創
文
社
、
一
九
八
三
年

（
調
）
留
岡
幸
助
『
二
宮
尊
徳
と
其
風
化
』
警
醒
社
、
一
九
○
七
年
、
三
頁

（
別
）
松
沢
弘
陽
「
キ
リ
ス
ト
教
と
知
識
人
」
『
岩
波
講
座
日
本
の
歴
史
一
六
近
代
三
』
一
九
七
六
年
、
二
八
二
頁

（
弱
）
留
岡
幸
助
「
報
徳
一
夕
話
』
警
醒
社
、
一
九
○
八
年
、
二
頁

（
稲
）
留
岡
が
報
徳
思
想
研
究
に
取
り
組
ん
だ
動
機
の
一
つ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
日
本
へ
の
定
着
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
先
行
研
究
に
み
ら
れ
る
、
留
岡
の
思
想
が
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
く
も
の
か
、
報
徳
思
想
に
よ
る
も
の
か
」
（
遠
藤
興
一
「
報
徳
思
想
と

留
岡
幸
助
」
『
基
督
教
社
会
福
祉
学
研
究
』
一
三
号
、
日
本
基
督
教
社
会
福
祉
学
会
、
一
九
八
○
年
、
五
三
頁
）
と
い
う
二
者
択
一
的
な
問
い

や
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
留
岡
の
報
徳
へ
の
接
近
を
「
変
節
」
と
位
置
付
け
る
解
釈
（
土
井
洋
一
「
家
庭
学
校
研
究
ノ
ー
ト
ー
巣
鴨
家
庭
学
校
を
中

心
に
」
『
社
会
事
業
史
研
究
」
二
号
、
社
会
事
業
史
研
究
会
、
一
九
七
四
年
、
六
四
頁
）
は
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
面
が
あ
る
。
な
お
留
岡
が
報
徳

思
想
に
深
く
傾
倒
し
た
の
が
内
務
省
嘱
託
の
職
務
を
契
機
と
し
て
で
あ
る
こ
と
は
既
に
定
見
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
守
屋
茂
「
留

岡
幸
助
と
報
徳
思
想
」
『
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
』
二
八
号
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
○
年
、
田
中
和
男
「
「
地
方
改
良
」
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本
小
論
は
、
拙
稿
「
留
岡
幸
助
に
お
け
る
「
独
立
自
営
」
の
思
想
と
実
践
ｌ
わ
が
国
の
感
化
教
育
理
念
の
形
成
ｌ
」
（
平
成
七
年
度
お
茶
の
水
女
子
大
学

大
学
院
博
士
課
程
学
位
論
文
）
の
一
部
を
も
と
に
、
大
幅
な
加
筆
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
・
児
童
保
護
史
）

（
粥
）
「
太
田
秀
穂
先
生
」
『
人
道
』
二
九
三
号
、
一
九
三
○
年
三
月
一
五
日
、
二
六
頁

（
“
）
川
島
武
宜
一
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
六
二
‐
六
三
頁

（
妬
）
佐
々
木
満
「
高
齢
受
刑
者
の
処
遇
上
の
諸
問
題
」
『
変
動
期
の
刑
事
政
策
（
下
）
』
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
、
八
三
○
‐
八
三
三
頁

（
蛇
）
遠
藤
興
一
「
慈

三
年
、
一
六
頁

（
胡
）
前
田
愛
は
、
自
助
論
の
翻
訳
者
中
村
正
直
も
例
外
で
は
な
い
と
み
る
。
茎
削
田
愛
「
明
治
立
身
出
世
主
義
の
系
譜
ｌ
『
西
国
立
志
編
』
か
ら
「
帰

省
』
ま
で
」
『
文
学
』
三
三
巻
四
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
四
月
、
一
六
’
一
九
頁
、
一
三
四
頁

（
伽
）
留
岡
「
家
庭
学
校
の
回
顧
十
四
年
」
「
人
道
』
九
二
号
、
一
九
一
二
年
一
二
月
一
五
日
、
一
三
頁

（
似
）
留
岡
「
地
上
の
天
国
と
積
極
的
慈
善
事
業
」
『
留
岡
幸
助
君
古
稀
記
念
集
』
二
○
九
頁

（
蛇
）
遠
藤
興
一
「
慈
善
事
業
に
お
け
る
「
家
」
の
問
題
」
『
明
治
学
院
論
叢
社
会
学
・
社
会
福
祉
学
研
究
』
六
四
号
、
明
治
学
院
社
会
学
会
、
一
九
八

（
銘
）
石
田
、
前
掲
、
一
八
○
頁

と
留
岡
幸
助
ｌ
そ
の
思
想
と
行
動
を
め
ぐ
っ
て
」
『
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
』
二
八
号
、
一
九
八
○
年

（
訂
）
石
田
雄
『
明
治
政
治
思
想
研
究
』
未
来
社
、
一
九
五
四
年
、
一
八
一
頁
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